
自転車指導啓発重点地区・路線

大阪府曽根崎警察署管内
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●
並
行
し
て
商
店
街
が
あ
り
、
自
転
車
利
用
が

多
く
、
自
転
車
事
故
が
多
発
し
て
い
ま
す
！

扇町線

● 商店街があり、会社も多く所在し、自転車利用者
も多いことから自転車事故が多発しています！

大阪環状線（都島通）

●自転車の通行量が多く、自転
車事故が多発しています！

● 交差点やその付近での出合い頭事故が多発しています。

自転車を安全に利用するために・・・

● 自転車は原則車道の左側を走らなければなりません。

● スマホ等を操作しながらの運転はやめましょう。
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●
自
転
車
の
交
通
量
が
多
く
、
自
転
車

事
故
が
多
発
し
て
い
ま
す
！


